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中
国
研
究
集
刊 

闕
号
（
総
五
十
八
号
）
平
成
二
十
六
年
六
月　

一
〇
一
︱
一
二
一
頁

上
博
楚
簡
『
卜
書
』
の
構
成
と
そ
の
卜
法

大
野
裕
司

は
じ
め
に

　
『
尚
書
』
金
縢
に
周
公
旦
が
、
武
王
の
病
気
平
癒
を
祈
っ
た
後
、

亀
卜
に
よ
っ
て
そ
の
是
非
を
問
う
場
面
が
あ
る
。
次
の
通
り
。

乃
卜
三
龜
、
一
習
吉
。
啓
籥
見
書
、
乃
并
是
吉
。
公
曰
、

「
體
、
王
其
罔
害
。
予
小
子
新
命
于
三
王
、
惟
永
終
是
圖
。

茲
攸
俟
、
能
念
予
一
人
。」

（
祈
禱
が
終
わ
る
と
、
す
ぐ
祭
壇
の
と
こ
ろ
で
、）
吉
凶
を

卜う
ら
なう

こ
と
と
し
た
。
夏
殷
周
三
代
の
亀
を
使
っ
て
卜

う
ら
な

っ
た

と
こ
ろ
、
ど
れ
も
み
な
揃
っ
て
吉
で
あ
っ
た
。（
兆わ

れ
めを

見
た

だ
け
で
吉
だ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
ま
だ
占
い
の
書
物
は
見
て

い
な
い
。
占
い
の
書
物
は
蔵
の
中
に
あ
る
。）
籥か

ぎ

で
蔵
を
開

け
て
占
い
の
書
物
を
見
る
と
、
や
は
り
兆
の
形
と
同
じ
く
一

様
に
吉
で
あ
っ
た
。
周
公
旦
は
兆
を
見
て
言
っ
た
。「
こ
の

兆
の
形
を
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
王
の
身
に
害
は
な
い
。
武
王

は
改
め
て
三
代
の
王
か
ら
命
を
受
け
、
周
王
朝
の
永
遠
た
ら

ん
こ
と
を
謀は

か

る
。
上
天
は
武
王
に
期
待
し
て
い
る
」
と（

注
1
）。

こ
の
記
事
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
、
既
に
周
初
に
は
亀
卜
の
書
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
漢
書
』
芸
文
志
・
数
術
略
・

蓍
亀
に
は
『
亀
書
』
五
十
二
巻
・『
夏
亀
』
二
十
六
巻
・『
南
亀

書
』
二
十
八
巻
・『
巨
亀
』
三
十
六
巻
・『
雑
亀
』
十
六
巻
・『
蓍

書
』
二
十
八
巻
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
書
籍
は
全
て
散
佚
し
、
現
在
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま

で
我
々
が
唯
一
見
る
こ
と
が
で
き
る
古
代
の
亀
卜
の
記
事
は
、

『
史
記
』
亀
策
列
伝
に
掲
載
す
る
前
漢
末
期
に
褚
少
孫
が
当
時
の

太
卜
官
か
ら
聞
き
書
き
し
た
「
亀
策
卜
事
」
の
記
事
の
み
で
あ
っ

た
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
上
海
古
籍
出

版
社
よ
り
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』

が
刊
行
さ
れ
た
。
該
書
に
は
『
卜
書
』
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

我
々
は
は
じ
め
て
亀
策
列
伝
以
前
の
、
先
秦
時
代
の
亀
卜
の
書
を

実
見
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
『
卜
書
』
が
如
何
な
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の

か
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ま
た
『
史
記
』
亀
策
列
伝
や

『
周
礼
』
春
官
な
ど
の
伝
世
文
献
上
に
お
け
る
亀
卜
の
記
事
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
の
概
要

　

一
九
九
四
年
、
上
海
博
物
館
は
、
香
港
の
古
玩
市
場
に
て
戦
国

時
代
の
も
の
と
見
做
さ
れ
る
竹
簡
群
を
購
入
し
た
。
全
一
二
〇
〇

余
簡
、
三
万
五
〇
〇
〇
余
字
。
こ
の
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡

は
、
盗
掘
さ
れ
て
香
港
の
骨
董
市
場
に
流
出
し
た
も
の
の
た
め
、

そ
の
具
体
的
な
出
土
時
期
・
出
土
地
は
不
明
で
あ
る
。

　

当
時
の
上
海
博
物
館
館
長
で
あ
る
馬
承
源
氏
に
よ
れ
ば（

注
2
）、

出
土
地
に
つ
い
て
は
、
湖
北
省
か
ら
の
出
土
の
可
能
性
が
あ
る
。

竹
簡
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、
竹
簡
の
内
容
に
楚
国
に
関
連
す

る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
字
体
が
楚
文
字
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
上

海
博
物
館
と
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所
に
よ
る
科
学
的
分

析
（「
上
海
博
物
館
竹
簡
様
品
的
測
量
証
明
」「
中
国
科
学
院
上
海

原
子
核
所
超
霊
敏
小
型
回
旋
加
速
器
質
譜
計
実
験
室
測
年
報
告
」）

か
ら
「
戦
国
晩
期
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る（

注
3
）。

竹
簡
の
内
容
は
、

哲
学
・
文
学
・
歴
史
・
政
論
な
ど
多
方
面
に
渉
る
。

　

写
真
・
釈
文
は
、
二
〇
〇
一
年
以
降
、
上
海
古
籍
出
版
社
よ
り

出
版
さ
れ
て
い
る
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』

（
全
一
〇
巻
予
定
、
現
在
第
九
巻
ま
で
出
版
）
に
掲
載
さ
れ
る
。

二
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
『
卜
書
』
の
概
要

　

竹
簡
全
一
〇
枚
か
ら
成
る
。
三
道
編
縄
。『
卜
書
』
と
い
う
表

題
は
竹
簡
に
は
見
え
ず
、
整
理
者
が
内
容
に
よ
っ
て
付
け
た
も

の
。
竹
簡
正
面
の
下
端
に
排
列
の
順
序
を
示
す
漢
数
字
に
よ
る
番

号
が
記
さ
れ
て
い
る
（
簡
１
・
２
・
７
・
８
）。
各
簡
の
長
さ
は

次
の
通
り
。

簡
１　

完
全
簡	

四
三
・
四
㎝

簡
２　

完
全
簡	

四
三
・
四
㎝

簡
３　

残
簡	

	

三
一
・
〇
㎝

簡
４　

残
簡	

	

三
三
・
六
㎝

簡
５　

残
簡	

	

二
二
・
七
㎝

簡
６　

残
簡	

	

三
〇
・
五
㎝

簡
７　

完
全
簡	

四
三
・
五
㎝
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簡
８　

残
簡
二
枚
を
綴
合

	
	

	

三
〇
・
六
㎝
＋
一
二
・
八
㎝

簡
９　

残
簡	

	

三
〇
・
六
㎝

簡
10　

残
簡	

	

三
〇
・
九
㎝

竹
簡
の
綴
合
に
関
し
て
は
、
内
容
お
よ
び
竹
簡
背
面
に
見
え
る

「
劃
痕
」（

注
4
）

に
よ
っ
て
、
そ
の
順
序
に
問
題
が
な
い
と
さ
れ
る

（
た
だ
し
、
背
面
の
写
真
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
）。
整
理
・
釈

文
・
注
釈
の
担
当
者
は
李
零
氏
で
あ
る
。

　

李
零
氏
は
該
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
四
名
の
古
亀
卜
家
の
語
か

ら
構
成
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
肥
叔
の
語
（
簡
１
。
内
容
は

居
処
の
卜
問
）・
季
曽
の
語
（
簡
１
後
半
か
ら
簡
２
前
半
。
内
容

は
居
処
の
卜
問
）・
剗郡
公
の
語
（
簡
２
後
半
か
ら
簡
６
。
内
容
は

簡
４
ま
で
が
居
処
、
簡
５
以
下
が
国
事
の
卜
問
）・
軍冥杢亼
公
の
語

（
簡
７
以
降
。
内
容
は
国
事
の
卜
問
）。

　

つ
ま
り
李
零
氏
は
『
卜
書
』
は
四
つ
の
段
落
か
ら
成
る
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
該
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
そ

の
占
わ
れ
る
内
容
お
よ
び
卜
法
の
違
い
に
よ
っ
て
前
半
と
後
半
の

二
段
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
後
述
）。

三
、
釈
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳

　

李
零
氏
の
釈
文
・
注
釈
お
よ
び
先
行
研
究
を
基
礎
に
、
筆
者
の

見
解
に
よ
っ
て
作
成
し
た
釈
文
・
訓
読
・
現
代
語
訳
を
記
す
。

（ 

）
は
異
体
字
・
假
借
字
・
重
文
の
読
み
替
え
を
示
す
。「
〓
」

は
重
文
符
号
。「
▄ 

」「
■
」
は
墨
節
符
号
。
竹
簡
簡
尾
に
付
さ

れ
た
漢
数
字
に
よ
る
簡
番
号
は
省
略
し
、
算
用
数
字
を
用
い
て
簡

番
号
を
示
し
た
。

【
釈
文
】

肥
呰盄
（
叔
）
曰
、
覜卧
（
兆
）
卬
（
仰
）
首
出
止
（
趾
）、
是
胃

（
謂
）
闈収
（
闢
）。
卜
人
無
咎
、

（
將
）
迲
（
去
）
亓
（
其
）

里
、
而
它
方
安
（
焉
）
適
▄
。

季
曾
曰
、
覜卧
（
兆
）
馗

〓
（
頫
首
）
内
（
納
）
止
（
趾
）、
是
胃

（
謂
）【
１
】
臽
（
陷
）。
凥
（
處
）
宮
無
咎
、
又
（
有
）
疾
乃
蔐
歬

（
適
）
▄
。

剗郡
公
曰
、
覜卧
（
兆
）
女
（
如
）
卬
（
仰
）
首
出
止
（
趾
）、
而
屯

不
困
軅鄩
（
膺
）、
是
胃
（
謂
）
犻
（
拂
）
卜
、
灼硯
（
覝
）
龜
亓

（
其
）
又
（
有
）
吝
▄
。
凥
（
處
）、【
２
】
不
沾
（
占
）
大
汙
、

乃
沾
（
占
）
大
浴
（
谷
）
▄
。

曰
、
覜卧
（
兆
）
少
（
小
）
陷
、
是
胃
（
謂
）
旗韎
。
少
（
小
）
子

吉
、
倀

〓
（
丈
人
）
乃
哭
、
甬
（
用
）
凥
（
處
）
宮
□
□
□
□
□

□
□
□
【
３
】
瀆澤墀
（
瀆
）
▄
。

衾兇（
肣
）
高
上
、
覜卧
（
兆
）
屯
（
純
）
軍冥棻曏（
深
）、
是
胃
（
謂
）

开
（
開
）。
婦
人
开
（
開
）

（
以
）
䨄欸
（
飮
）
飤
（
食
）
▄
、
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倀
（
丈
）
夫
軍冥棻曏（
深
）

（
以
）
伏
匿
▄
。

一
占
□
□
□
□
□
□
□
□
□
【
４
】
□
吉
、邦
豺齔
（
必
）
又
（
有
）

疾
▄
。

凡
三
族
又
（
有
）
此
（
疵
）、
三
末
唯
（
雖
）
吉
、
女
（
如
）
白

女
（
如
）
黄
、
貞
邦
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
【
５
】
夫

▄
。

貞
卜
邦
▄
、
覜卧
（
兆
）
唯
（
雖
）
遄忋
（
起
）
句
（
鉤
）、
毋
白
毋

赤
、
毋
妥窣
（
卒
）

（
以
）
易
。
貞
邦
無
咎
、
殹
（
繄
）

（
將
）

又
（
有
）
込蔎
（
役
）。

女
（
如
）
□
□
□
□
□
□
□
□
□
【
６
】
飤
（
食
）
墨
、
亦
無
它

色
。

軍冥杢亼公
占
之
曰
、
三
族
之
敓
（
奪
）
▄
、
周
邦
又
（
有
）
吝
、
亦
不

（
絶
）
▄
。

三
末
飤
（
食
）
墨

（
且
）
袜
（
昧
）。
我
周
之
孫

〓
（
子
孫
）

亓
（
其
）【
７
】
盞齒（
殘
）
于
百
邦
▄
、
大
貞
邦
亦
兇
▄
。

軍冥杢亼公
占
之
曰
、
若
卜
貞
邦
、
三
族
句
（
苟
）
旨
（
慄
）
而
惕
、
三

末
唯
（
雖
）
敗
▄
、
亡
大
咎
、
又
（
有
）【
８
】
吝
於
外
。
女

（
如
）
三
末
唯
（
雖
）
吉
、
三
族
是
妥窣
、
亦
亡
大
咎
、
又
（
有
）

吝
於
内
。
女
（
如
）
三
族
□
□
□
□
□
□
□
□
□
【
９
】
兇
覜卧

（
兆
）、
不
利
邦
貞
。
■
【
10
】

【
訓
讀
】

肥
叔
曰
く
、
兆
の
、
首
を
仰
ぎ
趾
を
出
だ
す
を
、
是
れ
「
闢
」
と

謂
ふ
。
卜
人
に
咎
無
し
。
將
に
其
の
里
に
去ゆ

か
ん
と
し
て
、
它
方

に
焉こ

れ
適ゆ

く
▄
。

季
曾
曰
く
、
兆
の
、
首
を
頫
し
趾
を
納い

る
を
、
是
れ
「
陷
」
と
謂

ふ
。
宮
に
處
れ
ば
咎
無
し
。
疾
有
れ
ば
乃
ち
適ゆ

く
▄
。

剗郡
公
曰
く
、
兆
の
、
首
を
仰
ぎ
趾
を
出
だ
し
て
屯
不
困
膺
が
如
き

を
、
是
れ
「
拂
卜
」
と
謂
ふ
。
龜
を
覝み

る
に
、
其
れ
吝
有
り
▄
。

處を

る
に
、
大
汙
に
占を

ら
ざ
れ
ば
、
乃
ち
大
谷
に
占を

る
▄
。

曰
く
、
兆
の
、
小
陷
た
る
を
、
是
れ
「
旗韎
」
と
謂
ふ
。
小
子
は

吉
、
丈
人
は
乃
ち
哭
く
。
用も

つ

て
宮
に
處
れ
ば
□
□
□
□
□
□
□
□

瀆
。

肣
の
、
高
上
し
て
、
兆
の
、
純
深
た
る
を
、
是
れ
「
開
」
と
謂

ふ
。
婦
人
は
開
き
て
以
て
飮
食
し
▄
、
丈
夫
は
深か

く

し
て
以
て
伏
匿

す
▄
。

一
つ
の
占
ひ
に
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
は
吉
な
る
も
、
邦
に
必

ず
疾
有
り
▄
。

凡
そ
三
族
に
疵
有
れ
ば
、
三
末
は
、
吉
に
し
て
白
の
如
く
黄
の
如

し
と
雖
も
、
邦
を
貞う

ら
な

ふ
に
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
夫

▄
。

邦
を
貞
卜
す
る
に
▄
、
兆
の
、
起
鉤
す
と
雖
も
、
白
毋な

く
赤
毋な

く
、
卒
に
以
て
易か

は
る
毋な

く
ん
ば
、
邦
を
貞う

ら
なひ

て
咎
無
く
も
、
繄こ
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れ
將
に
役
有
ら
ん
と
す
。

如
し
□
□
□
□
□
□
□
□
□
、
食
墨
に
し
て
、
亦
た
它
色
無
し
。

軍冥杢亼
公
、
之
を
占

う
ら
な
ひみ

て
曰
く
、
三
族
の
奪
な
り
▄
、
周
邦
に
吝
有

り
て
、
亦
た
絶
へ
ず
▄
。

三
末
、
食
墨
に
し
て
且
つ
昧く

ら

く
ん
ば
、
我
が
周
の
子
孫
、
其
れ
百

邦
を
殘そ

こ

な
は
ん
▄
、
大
い
に
邦
を
貞う

ら
なふ

も
亦
た
兇
▄
。

軍冥杢亼
公
、
之
を
占

う
ら
な
ひ

み
て
曰
く
、
若
し
邦
を
卜
貞
す
る
に
、
三
族
、

苟い
や
し
くも

慄
に
し
て
惕
な
れ
ば
、
三
末
、
敗
な
り
と
雖
も
▄
、
大
咎

亡な

く
、
外
に
吝
有
り
。

如
し
三
末
、
吉
な
り
と
雖
も
、
三
族
、
是
れ
妥窣
な
れ
ば
、
亦
た
大

咎
亡な

く
、
内
に
吝
有
り
。

如
し
三
族
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
は
兇
兆
に
し
て
、
邦
の
貞

う
ら
な
ひ

に
利
あ
ら
ず
。
■

【
現
代
語
訳
】

肥
叔
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
兆
象
（
卜
兆
の
形
狀
）
が
「
仰
首
出

趾
」
で
あ
る
の
を
「
闢
」（
兆
名
）
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
卜
者

に
災
い
は
無
い
。
こ
の
場
合
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
他
の

地
域
に
行
く
は
め
に
な
る
。

季
曽
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
兆
象
が
「
頫
首
納
趾
」
で
あ
る
の
を

「
陥
」（
兆
名
）
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
家
に
居
れ
ば
災
い
は
無

い
。
病
気
に
か
か
っ
た
場
合
、
他
の
地
域
に
行
く
は
め
に
な
る
。

剗郡
公
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
兆
象
が
「
仰
首
出
趾
」
で
「
屯
不
困

膺
」（
不
明
）
で
あ
る
の
を
「
払
卜
」（
兆
名
）
と
言
う
。
亀
を
詳

し
く
調
べ
る
と
、「
吝
」（
凶
ほ
ど
で
な
く
悪
い
）
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
場
合
、
居
処
は
、
大
湿
地
帯
に
住
ま
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
大
渓
谷
に
住
む
こ
と
に
な
る
。

（
剗郡
公
は
ま
た
）
次
の
よ
う
に
云
う
。
兆
象
が
「
小
陥
」（
浅
い
）

で
あ
る
の
を
「
旗韎
」（
兆
名
）
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
子
供
は
吉

だ
が
、
大
人
は
哭
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
家
に
居
れ
ば
□

□
□
□
□
□
□
□
瀆
。

「
肣
」（
兆
腹
）
が
盛
り
上
が
り
、
兆
象
が
「
純
深
」（
深
い
）
で

あ
る
の
を
「
開
」（
兆
名
）
と
言
う
。
婦
人
の
場
合
は
、
貯
蔵
庫

を
開
い
て
飲
食
す
る
。
男
性
の
場
合
は
、
食
料
を
隠
し
て
し
ま
い

こ
む
。

別
の
占
法
で
は
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
は
吉
で
あ
る
が
、
国
内

に
お
い
て
必
ず
疾
病
が
流
行
る
。

お
よ
そ
、「
三
族
」
に
疵
が
あ
る
と
、「
三
末
」
が
吉
で
、
兆
色
が

白
や
黄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
を
卜
問
し
て
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
夫
。

国
家
に
つ
い
て
卜
問
す
る
場
合
は
以
下
の
通
り
。
兆
象
が「
起
鈎
」

（
湾
曲
）
し
て
い
て
も
、
兆
色
に
白
や
赤
も
な
く
、
最
後
ま
で
色

が
変
化
す
る
こ
と
が
無
い
場
合
、
卜
問
し
た
国
に
災
い
は
起
こ
ら

な
い
。
た
だ
し
、
近
い
う
ち
に
役
（
労
役
・
戦
争
）
が
あ
ろ
う
。
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も
し
□
□
□
□
□
□
□
□
□
、「
食
墨
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、

色
は
他
色
に
変
化
し
な
い
。

軍冥杢亼公
は
上
記
の
場
合
を
占
断
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
。「
三
族
之

奪
」（
不
明
）
で
あ
り
、
周
国
に
吝
（
凶
ほ
ど
で
な
い
悪
い
こ
と
）

が
起
こ
り
、
か
つ
そ
れ
が
絶
え
間
な
く
続
く
。

「
三
末
」
が
「
食
墨
」
で
あ
り
、
色
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
、

我
ら
周
の
子
孫
が
、
百
邦
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
国
家
の
大
事

を
卜
問
し
た
場
合
も
凶
で
あ
る
。

軍冥杢亼公
が
上
記
の
場
合
を
占
断
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
。
国
家
を
卜

問
す
る
場
合
、
も
し
「
三
族
」
が
「
慄
」（
不
明
）
で
か
つ
「
惕
」

（
不
明
）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
三
末
」
が
「
敗
」（
不
明
）
で

あ
っ
て
も
、
大
し
た
災
い
は
起
こ
ら
な
い
。
起
こ
る
に
し
て
も
、

国
外
に
お
い
て
吝
（
凶
ほ
ど
で
な
い
悪
い
こ
と
）
が
起
こ
る
程
度

で
あ
る
。
も
し
「
三
末
」
が
「
吉
」（
不
明
）
で
あ
っ
て
も
、「
三

族
」
が
「
妥窣
」（
不
明
）
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
も
ま
た
、

大
し
た
災
い
は
起
こ
ら
な
い
。
起
こ
る
に
し
て
も
、
国
内
に
お
い

て
吝
（
凶
ほ
ど
で
な
い
悪
い
こ
と
）
が
起
こ
る
程
度
で
あ
る
。
も

し
「
三
族
」
が
□
□
□
□
□
□
□
□
□
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は

「
凶
兆
」
で
あ
る
。
卜
問
し
た
そ
の
国
に
よ
く
な
い
こ
と
が
あ
る
。

【
語
注
】

簡
２
「
屯
不
困
軅鄩
」
…
李
零
氏
は
「
疑
讀
「
純
不
困
膺
」。「
純
」

可
訓
皆
。
…
…
「
膺
」，
胸
部
，
指
首
以
下
，
肣
以
上
」
と
注
釈

す
る
が
、
一
文
の
意
味
は
な
お
不
明
で
あ
る
。

簡
２
「
灼硯
」
…
李
零
氏
の
注
釈
「「
灼硯
」，《
正
字
通
・
見
部
》
有

這
種
寫
法
，
以
爲
覝
字
之
譌
。
其
實
不
一
定
是
覝
字
的
錯
寫
，
只

是
繁
簡
不
同
而
已
。
覝
，
即
廉
察
之
廉
的
本
字
。《
説
文
解
字
・

見
部
》
：
「
覝
，
察
視
也
。」」
に
従
う
。

簡
３
「
沾
」
…
李
零
氏
の
説
に
従
い
、「
沾
」
は
「
占
」
も
し
く

は
「
廛
」
の
通
假
と
考
え
る
。『
漢
字
古
音
手
冊
』
に
拠
っ
て
三

字
の
上
古
音
を
示
せ
ば（

注
5
）、「

沾
」
は
端
母
談
部
も
し
く
は
透

母
談
部
、「
占
」
は
章
母
談
部
、「
廛
」
は
定
母
元
部
と
な
る
。
声

母
に
つ
い
て
は
端
・
透
・
定
は
と
も
に
舌
頭
音
で
あ
り
、
章
は
舌

上
音
で
あ
り
、
ど
れ
も
発
音
部
位
が
近
い
。
韻
部
に
つ
い
て
は
談

am

と
元an

は
音
が
近
い
。
よ
っ
て
三
字
は
通
假
可
能
と
見
做
せ

よ
う
。「
廛
」
は
『
周
礼
』
地
官
・
遂
人
「
上
地
夫
一
廛
田
百
畮
」

の
鄭
司
農
注
に
「
廛
、
居
也
」
と
あ
り
、『
方
言
』
第
三
に
「
慰
・

廛
・
度
、
凥
也
。
江
淮
青
徐
之
間
曰
慰
、
東
齊
海
岱
之
間
或
曰

度
、
或
曰
廛
、
或
曰
踐
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
「
居
」
の
意
。
な
お

李
零
氏
は
、「
占
」
の
後
世
の
用
法
で
あ
る
「
占
有
」
の
「
占
」

（
＝
佔
）
は
こ
れ
に
由
来
す
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
現
在
の
山

西
方
言
に
お
い
て
も
、「
居
屋
」
を
「
占
家
」「
占
地
方
」
と
言
う

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

簡
７
・
簡
８
「
軍冥杢亼
公
占
之
曰
」
…
「
占
」
字
は
亀
卜
に
お
い
て
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は
、
亀
版
を
灼
い
て
出
現
す
る
割
れ
目
を
見
て
吉
凶
を
判
断
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
殷
墟
卜
辞
に
は
「

」（
一
般
に
「
回掂
」
と

隷
定
さ
れ
る
）
字
が
見
え
、
徐
中
舒
『
甲
骨
文
字
典
』
は
「
視
卜

兆
以
斷
吉
凶
，
或
作
預
言
，
卜
辭
中
用
於
占
辭
之
前
」
と
説
明
す

る（
注
6
）。

占
辞
は
繇
辞
と
も
い
い
、
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

鑽
灼
の
結
果
あ
ら
わ
れ
た
卜
兆
に
対
し
て
、
そ
の
吉
凶
を
判

断
す
る
語
を
「
繇
辞
」
と
い
う
。
占
卜
に
は
王
み
ず
か
ら
こ

れ
に
当
た
り
、
繇
辞
を
刻
す
る
と
き
に
は
「
王
回掂

う
ら
な
ひみ

て
曰

く
」
と
い
う
形
式
を
と
る（

注
7
）。

例
を
舉
げ
れ
ば
次
の
通
り
。

癸
巳
卜
蝻毃
貞
、
旬
亡
回罫
。
王
回掂
曰
、
乃
茲
亦
有
祟
、
若
偁
。

（『
甲
骨
文
合
集
』
一
〇
四
〇
五
正
）

癸
巳
に
卜
し
て
蝻毃
貞と

ふ
。
旬
に
回罫 と

が

亡な

き
か
と
。
王
回掂

う
ら
な
ひみ

て
曰

く
、
乃
ち
茲こ

こ

に
亦
た
祟

た
た
り

有
ら
ん
。
偁
す
る
に
若し

た
がへ

と（
注
8
）。

伝
世
文
献
に
お
け
る
用
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
。

懿
氏
卜
妻
敬
仲
、
其
妻
占
之
曰
「
吉
、
是
謂
鳳
皇
于
飛
、
和

鳴
鏘
鏘
、
有
嬀
之
後
、
將
育
于
姜
、
五
世
其
昌
、
並
于
正

卿
、
八
世
之
後
、
莫
之
與
京
。」（『
左
伝
』
荘
公
二
十
二
年
）

齊
侯
戒
師
期
、
而
有
疾
、
醫
曰
「
不
及
秋
、
將
死
。」
公
聞

之
、
卜
曰
「
尚
無
及
期
」、
惠
伯
令
龜
、
卜
楚
丘
占
之
曰

「
齊
侯
不
及
期
、
非
疾
也
、
君
亦
不
聞
、
令
龜
有
咎
。」（『
左

伝
』
文
公
十
八
年
）

代
王
報
太
后
計
之
、
猶
與
未
定
、
卜
之
龜
、
卦
兆
得
大
横
。

占
曰
「
大
橫
庚
庚
、
余
爲
天
王
、
夏
啓
以
光
。」（『
史
記
』

孝
文
本
紀
）

『
卜
書
』
の
「
占
」
も
こ
れ
ら
と
同
じ
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
「
軍冥杢亼公
占
之
曰
」
の
上
文
に
記
載
さ
れ
る
卜
兆
に
つ

い
て
軍冥杢亼公
が
吉
凶
を
判
断
し
た
辞
が
「
占
之
曰
」
以
下
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
簡
７
で
は
「
如
□
□
□
□
□

□
□
□
□
食
墨
、
亦
無
它
色
」
と
い
う
卜
兆
に
対
し
て
の
軍冥杢亼公
に

よ
る
吉
凶
の
判
断
が
述
べ
ら
れ
、
簡
８
で
は
「
三
末
食
墨
且
昧
」

と
い
う
卜
兆
に
対
し
て
の
（「
我
周
之
子
孫
其
残
于
百
邦
、
大
貞

邦
亦
兇
」
と
い
う
判
断
と
は
別
の
）
軍冥杢亼公
に
よ
る
吉
凶
判
断
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
「
軍冥杢亼
公
占
之
曰
」
を

「
肥
叔
曰
」「
季
曽
曰
」「
剗郡
公
曰
」
と
同
列
に
並
べ
て
考
え
る
の

は
正
し
く
な
い
。

四
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
『
卜
書
』
の
構
造

　

筆
者
は
、『
卜
書
』
は
そ
の
内
容
か
ら
、
大
き
く
二
つ
の
部
分

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

前
半
部
分
、
簡
１
か
ら
簡
４
ま
で
は
、

①	

「
兆
」（
卜
兆
・
兆
象
・
兆
体
・
兆
文
・
兆
紋
な
ど
と
も
言
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う
）
つ
ま
り
亀
を
灼
い
て
あ
ら
わ
れ
た
割
れ
目
・
亀
裂
に

よ
っ
て
吉
凶
を
判
断
す
る
。

②	
占
わ
れ
る
内
容
は
主
に
居
処
に
つ
い
て
で
あ
る
。

③	
「
仰
首
出
趾
」「
頫
首
納
趾
」「
肣
」
な
ど
亀
策
列
伝
と
同

一
・
類
似
す
る
タ
ー
ム
が
使
用
さ
れ
る
。

と
い
う
共
通
す
る
特
徴
を
有
す
る
。

　

後
半
部
分
、
簡
５
か
ら
簡
10
ま
で
は
、

①	

「
食
墨
」
お
よ
び
「
赤
」「
白
」「
黄
」
な
ど
色
に
よ
っ
て
吉

凶
を
判
断
す
る
。

②	

占
わ
れ
る
内
容
は
国
家
の
吉
凶
に
つ
い
て
で
あ
る
。

③	

「
三
族
」「
三
末
」
な
ど
伝
世
文
献
に
見
え
な
い
タ
ー
ム
が
多

く
出
現
す
る
。

と
い
う
共
通
す
る
特
徴
を
有
す
る
。

　

簡
４
の
最
後
に
は
「
一
占
□
□
□
□
□
□
□
□
□
」
と
あ
り
簡

５
に
は
「
□
吉
、
邦
必
有
疾
」
と
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
一

占
」
が
こ
こ
ま
で
と
は
別
の
卜
法
に
よ
る
占
い
を
以
下
に
記
す
こ

と
を
意
味
し
（『
経
伝
釈
詞
』
巻
三
「
一
、
猶
或
也
」）、「
一
占
」

以
下
の
残
欠
部
分
と
簡
５
の
冒
頭
が
一
文
で
、
こ
こ
か
ら
、
前
半

部
分
と
は
別
内
容
の
、
国
家
に
関
す
る
占
い
の
内
容
が
始
ま
っ
て

い
る
、
と
も
想
像
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
一
占
」
以
下
が

残
欠
の
た
め
断
定
は
で
き
な
い
。

　

以
下
、
前
半
部
分
と
後
半
部
分
そ
れ
ぞ
れ
の
卜
法
に
つ
い
て
検

討
し
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
特
に
李
零
氏
の
注
釈
に

問
題
が
あ
る
箇
所
を
中
心
に
論
じ
た
い
。

Ａ
．
前
半
部
分

　

李
零
氏
の
注
釈
中
に
、
既
に
『
卜
書
』
と
亀
策
列
伝
と
に
同

一
・
類
似
す
る
タ
ー
ム
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
李
零
氏
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
。
次
の

通
り
。卜

兆
由
一
豎
一
橫
構
成
，
卜
字
象
之
。
簡
文
所
述
兆
象
（
也

叫
兆
體
），
似
以
豎
畫
爲
主
，
有
頭
有
脚
，
有
胸
有
腹
，
分

爲
四
段
。
其
上
出
之
端
曰
首
（《
龜
策
列
傳
》
叫
「
首
」），

上
部
近
中
曰
膺
（
即
胸
，《
龜
策
列
傳
》
未
見
），
下
部
近
中

曰
肣
（
即
腹
，《
龜
策
列
傳
》
叫
「
肣
」），
下
出
之
端
之
曰

趾
（《
龜
策
列
傳
》
叫
「
足
」）。

卜
兆
は
縦
の
亀
裂
と
横
の
亀
裂
と
か
ら
構
成
さ
れ
、「
卜
」

の
字
は
こ
れ
を
象
っ
た
も
の
。
簡
文
に
述
べ
る
兆
象
（
兆
体

と
も
言
う
）
は
、
竪
画
（
縦
の
亀
裂
）
を
主
と
し
、
頭
・

脚
・
胸
・
腹
の
四
つ
の
部
位
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
上
端
を
「
首
」（
亀
策
列
伝
に
も
「
首
」）
と
言
い
、
上

部
に
近
い
中
心
部
分
を
「
膺
」（
胸
の
こ
と
。
亀
策
列
伝
に

は
見
え
な
い
）
と
言
い
、
下
部
に
近
い
中
心
部
分
を
「
肣
」

（
腹
の
こ
と
。
亀
策
列
伝
に
も
「
肣
」）
と
言
い
、
下
端
を
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「
趾
」（
亀
策
列
伝
で
は
「
足
」）
と
言
う
。

こ
の
李
零
氏
の
見
解
は
こ
れ
ま
で
の
殷
墟
卜
辞
や
伝
世
文
献
を
用

い
て
行
わ
れ
て
き
た
亀
卜
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
大
き
く
異
な

る
。
先
行
研
究
で
は
、
例
え
ば
董
作
賓
氏
は
、
清
代
の
学
者
で
あ

る
胡
煦
が
『
卜
法
詳
考
』
に
お
い
て
古
代
の
卜
法
を
保
存
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
と
見
做
し
た
『
呉
中
卜
法
』（

注
9
）に

基
づ
い
て
、

次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

據
《
呉
中
卜
法
》
龜
卜
之
部
，
其
説
曰
「
拆
之
所
見
，
其
中

爲
身
，
逼
近
千
里
者
爲
首
，
舒
而
向
外
者
爲
足
。
然
後
觀
其

身
首
足
之
俯
仰
平
直
，
並
其
方
位
之
五
行
，
以
卜
其
吉
凶

焉
」（

注
10
）。

龜
策
列
傳
述
漢
時
卜
法
視
龜
之
詞
亦
有
「
今
某

病
困
。
死
，
首
上
開
，
内
外
交
駭
，
身
節
折
。
不
死
，
首
仰

足
肣
」
之
説
，
是
卜
兆
之
分
身
，
首
，
足
，
其
源
亦
已
古

矣
。

『
呉
中
卜
法
』
亀
卜
の
部
に
拠
れ
ば
、
そ
の
説
を
次
の
よ
う

に
述
べ
る
「「
拆
」（
亀
裂
）
が
現
れ
た
箇
所
の
、
中
心
部
分

を
「
身
」
と
言
い
、
千
里
路
（
亀
版
中
央
の
界
線
）
に
近
い

部
分
を
「
首
」
と
言
い
、
外
に
む
か
っ
て
伸
び
る
部
分
を

「
足
」
と
言
う
。
拆
が
現
れ
た
後
、「
身
」「
首
」「
足
」
が
そ

れ
ぞ
れ
「
俯
」「
仰
」「
平
」「
直
」
の
い
ず
れ
の
状
態
に
あ

る
か
、
お
よ
び
そ
の
方
位
の
五
行
を
確
認
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
そ
の
吉
凶
を
卜う

ら
なう

の
で
あ
る
」
と
。
亀
策
列
伝
に
述

べ
る
漢
代
の
卜
法
に
も
ま
た
亀
を
視
る
際
の
詞
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。「
今
、
某
が
重
病
で
あ
る
場
合
、「
首
」
部
分
が
開

い
て
、
内
と
外
と
が
交
わ
っ
て
い
て
、「
身
」
部
分
が
折
れ

て
い
る
な
ら
、
死
ぬ
。「
首
」
が
「
仰
」（
上
を
む
き
）、「
足
」

が
「
肣
」（
閉
じ
て
い
る
）
な
ら
ば
、
死
な
な
い
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
卜
兆
を
「
身
」「
首
」「
足
」
に
分
け
る
説
の
由
来
が

相
当
に
古
い
こ
と
を
示
す
。

と
述
べ
、
殷
代
の
卜
法
に
つ
い
て
も
ま
た
、

蓋
龜
版
之
見
兆
文
，
定
吉
凶
，
全
視
卜
兆
之
横
畫
爲
準
。

思
う
に
、
お
よ
そ
亀
版
上
の
兆
文
を
見
て
、
吉
凶
を
決
定
す

る
際
に
は
、
卜
兆
の
横
画
を
そ
の
基
準
と
な
す（

注
11
）。

と
述
べ
る
（
図
１
・
図
２
を
参
照
）。

　

劉
玉
建
氏
も
ま
た
次
の
よ
う
に
云
う
。

關
于
卜
兆
分
首
、
身
、
足
三
部
分
，
這
在
《
史
記
・
龜
策
列

傳
》
以
及
流
傳
于
後
世
的
《
龜
經
》
中
也
有
記
載
，
這
説
明

拆
之
分
首
、
身
、
足
之
説
起
源
很
早
。

卜
兆
を
「
首
」「
身
」「
足
」
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
に
つ
い

て
、『
史
記
』
亀
策
列
伝
お
よ
び
後
世
に
伝
わ
る
『
亀
経
』
中

に
も
記
載
が
有
り
、こ
の
こ
と
は
拆
（
卜
兆
）
を
「
首
」「
身
」

「
足
」
に
分
け
る
説
の
起
源
が
古
い
こ
と
を
物
語
る（

注
12
）。

　

董
作
賓
・
劉
玉
建
両
氏
の
殷
墟
卜
辞
や
伝
世
文
献
に
基
づ
く
見

解
に
依
れ
ば
、
殷
代
か
ら
漢
代
に
至
る
ま
で
、
卜
兆
の
吉
凶
判
断
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は
横
画
の
「
首
」「
身
」「
足
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
か
か
る
卜
法
の
実
態
か
ら
考
え
れ
ば
、
李
零
氏
の
「
以
竪
画

為
主
」
と
い
う
見
解
は
妥
当
と
は
言
え
ま
い
。

　

で
は
、
具
体
的
に
は
『
卜
書
』
に
掲
載
さ
れ
る
卜
兆
は
如
何
な

る
形
状
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
卜
書
』
に
は
卜
兆
の
形

状
を
示
す
図
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
我
々
は
当
時
の
実
態

を
知
る
術
を
持
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
卜
法
詳
考
』
中
に

は
、
亀
策
列
伝
の
卜
兆
と
『
呉
中
卜
法
』
の
卜
兆
と
の
対
応
関
係

に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
が
あ
り
、
ま
た
『
卜
法
詳
考
』
に
引
く

『
呉
中
卜
法
』
に
は
卜
兆
の
形
状
を
示
す
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
図
か
ら
『
卜
書
』
の
卜
兆
の
形
状
を
あ
る
程
度
は

推
測
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
『
卜
書
』
簡
１
「
仰
首
出
趾
」
の
「
仰
首
」
に
つ
い
て

は
、
亀
策
列
伝
に
は
「
首
仰
」
が
見
え
、
同
じ
形
状
を
意
味
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
卜
法
詳
考
』
巻
二
・
亀
策
伝
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

『
史
記
』
止
言
首
仰
、
而
『
呉
卜
』
中
「
高
」「
大
」、
皆
仰

之
類
也
。

『
史
記
』
で
は
た
だ
「
首
仰
」
と
言
う
の
み
だ
が
、『
呉
中
卜

法
』
に
は
「
高
」「
大
」
が
見
え
、
ど
ち
ら
も
「
仰
」
の
類

で
あ
る
。

亀
策
列
伝
の
「
首
仰
」
が
、
後
世
の
『
呉
中
卜
法
』
で
は
「
高
」

「
大
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
卜
書
』
簡
２
「
頫
首
納
趾
」
の
「
頫
首
」
に
つ
い
て
は
、
李
零

氏
が
既
に
指
摘
す
る
よ
う
に「
頫
」

字
は
「
俛
」「
俯
」
に
同
じ（

注
13
）。

「
俛
」
に
つ
い
て
『
卜
法
詳
考
』

巻
二
・
亀
策
伝
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。『

史
記
』
止
言
首
俛
、
而

『
呉
卜
』
中
「
低
」「
伏
」、

皆
俛
之
類
也
。

『
史
記
』
で
は
た
だ
「
首
俛
」

と
言
う
の
み
だ
が
、『
呉
中

図１『卜法詳考』巻四

図２『中国古代亀卜文化』190頁
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卜
法
』
に
は
「
低
」「
伏
」
が
見
え
、
ど
ち
ら
も
「
俛
」
の

類
で
あ
る
。

　
『
卜
書
』
簡
２
「
頫
首
納
趾
」
の
「
納
趾
」
に
つ
い
て
は
、
亀

策
列
伝
に
は
「
足
肣
」
が
見
え
、
こ
こ
で
の
「
肣
」
に
つ
い
て
は

『
史
記
正
義
』
に
「
肣
、
謂
兆
足
斂
也
（
肣
と
は
兆
の
足
の
収

ま
っ
た
形
状
で
あ
る
）」
と
云
う
。
お
そ
ら
く
「
肣
」「
斂
」「
納
」

は
同
類
の
形
状
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
呉
中
卜
法
』

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
卜
法
詳
考
』
巻
二
・
亀
策
伝
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

『
史
記
』
止
言
足
肣
、
而
『
呉
中
卜
法
』「
低
」「
伏
」「
管
」

「
落
」「
垂
」「
尖
」、
皆
肣
之
類
也
。

『
史
記
』
で
は
た
だ
「
足
肣
」
と
言
う
の
み
だ
が
、『
呉
中
卜

法
』
に
は
「
低
」「
伏
」「
管
」「
落
」「
垂
」「
尖
」
が
見
え
、

こ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
肣
」
の
類
で
あ
る
。

　
『
卜
書
』
簡
１
「
仰
首
出
趾
」
の
「
出
趾
」
に
つ
い
て
は
、
李

零
氏
が
言
う
よ
う
に
「
納
趾
」
と
「
出
趾
」
と
が
対
に
な
っ
て
お

り
、
亀
策
列
伝
で
は
「
足
肣
」
と
「
足
開
」
と
が
対
と
な
る
。

『
呉
中
卜
法
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
卜
法
詳
考
』
巻
二
・
亀

策
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
史
記
』
止
言
足
開
、
而
『
呉
中
卜
法
』「
高
」「
仰
」「
發
」

「
豁
」「
飄
」「
揚
」、
皆
開
之
類
也
。

『
史
記
』
で
は
た
だ
「
足
開
」
と
言
う
の
み
だ
が
、『
呉
中
卜

法
』
に
は
「
高
」「
仰
」「
発
」「
豁
」「
飄
」「
揚
」
が
見
え
、

こ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
開
」
の
類
で
あ
る
。

　

以
上
を
表
に
纏
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
卜
書
』
亀
策
列
伝
『
呉
中
卜
法
』

部
位
首

首

頭

な
し	（

注
14
）

身

身

趾

足

足

卜
兆
仰
首

首
仰

（
頭
）「
高
」「
大
」

頫
首

首
俛

（
頭
）「
低
」「
伏
」

納
趾

足
肣

（
足
）「
低
」「
伏
」「
管
」「
落
」

「
垂
」「
尖
」

出
趾

足
開

（
足
）「
高
」「
仰
」「
発
」「
豁
」

「
飄
」「
揚
」

簡
１
「
仰
首
出
趾
」
の
「
仰
首
」
は
『
呉
中
卜
法
』
で
は
「
頭

高
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
出
趾
」
は
「
足
高
」
な
ど
と

表
現
さ
れ
る
。
簡
２
「
頫
首
納
趾
」
の
「
頫
首
」
は
『
呉
中
卜

法
』
で
は
「
頭
低
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
納
趾
」
は

「
足
低
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
今
、「
仰
首
出
趾
」「
頫
首

納
趾
」
に
対
応
す
る
卜
兆
の
図
を
『
卜
法
詳
考
』
巻
六
か
ら
挙
げ

れ
ば
、
次
の
通
り
（
図
３
）。
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     ▼    ▼Ｂ
．
後
半
部
分

　

後
半
部
分
で
は
「
食
墨
」
や
「
赤
」「
白
」「
黄
」
な
ど
の
タ
ー

ム
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
亀
版
上
に
現
れ
た
色
に
よ
っ

て
吉
凶
を
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

李
零
氏
は
「
食
墨
」
に
つ
い
て
、

食
墨
，
指
灼
龜
前
，
先
在
龜
版
上
起
稿
，
畫
出
兆
形
，
如
果

兆
紋
與
墨
稿
吻
合
，
就
叫
食
墨
。

食
墨
と
は
、
亀
を
灼
く
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
亀
版
の
上
に

（
墨
で
も
っ
て
）
線
を
引
い
て
兆
形
を
描
い
て
お
き
、
そ
の

墨
線
と
（
亀
を
灼
い
て
あ
ら
わ
れ
る
）
兆
紋
と
が
一
致
し
た

場
合
を
指
し
て
「
食
墨
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
が
、「
食
墨
」
に
関
連
す
る
記
事
は
、『
尚
書
』
洛
誥
、

『
周
礼
』
春
官
・
占
人
、『
礼
記
』
玉
藻
に
見
え
、
経
書
解
釈
史
上

に
お
い
て
、「
食
墨
」
の
「
墨
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
論
争
が
あ
り
、
諸
説
紛
紛
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に

劉
玉
建
氏
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り（

注
15
）、

李
零
氏
の
よ
う
に
簡
単
に
断
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
劉
玉

建
氏
に
よ
れ
ば
、「
墨
」
に
つ
い
て
の
視
解
は
、
大
き
く
三
つ
に

分
か
れ
る
。
次
の
通
り
。

①	

実
際
の
墨
を
意
味
し
、
古
代
に
お
い
て
、
亀
卜
で
は
ま
ず
亀

版
に
墨
で
線
を
引
い
た
と
考
え
る
説
。『
尚
書
』
洛
誥
お
よ

び
そ
の
注
釈
に
基
づ
く
説
。

②	

卜
兆
の
竪
画
を
「
墨
」
と
言
い
、
横
画
を
「
坼
」
と
言
う
。

「
墨
」
と
は
そ
の
ひ
び
わ
れ
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る

こ
と
の
比
喩
と
考
え
る
。『
周
礼
』
春
官
・
占
人
お
よ
び
そ

の
注
釈
に
基
づ
く
説
。

③	

墨
と
は
、
亀
を
灼
い
た
際
に
発
生
す
る
「
烟
煤
之
色
」
つ
ま

り
煤す

す

だ
と
考
え
る
説
。
胡
煦
『
卜
法
詳
考
』
の
説
。

　

ま
ず
①
か
ら
見
て
い
き
た
い
。『
尚
書
』
洛
誥
「
我
乃
卜
澗
水

東
・
瀍
水
西
、
惟
洛
食
」（
私
（
周
公
旦
）
が
澗
水
の
東
と
瀍
水

図３『卜法詳考』巻六
	 （千里路が左側の場合の図）
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の
西
を
卜

う
ら
な

っ
た
と
こ
ろ
、
洛
水
に
て
「
食
」
し
た
）
に
つ
い
て
、

偽
孔
伝
に
、

卜
必
先
墨
畫
龜
、
然
後
灼
之
、
兆
順
食
墨
。

亀
卜
で
は
必
ず
ま
ず
墨
で
も
っ
て
亀
に
線
を
引
い
て
、
そ
の

後
で
こ
れ
を
灼
け
ば
、
兆わ

れ
めが

墨
線
に
沿
っ
て
食
い
込
ん
で
い

く
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
孔
穎
達
疏
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
す

る
。

凡
卜
之
者
、
必
先
以
墨
畫
龜
、
要
坼
依
此
墨
、
然
後
灼
之
、

求
其
兆
順
食
此
墨
畫
之
處
、
故
云
「
惟
洛
食
」。

お
よ
そ
亀
卜
を
行
う
に
、
必
ず
ま
ず
亀
に
墨
で
線
を
引
き
、

坼わ
れ
めが

墨
に
沿
う
よ
う
に
し
、
そ
の
上
で
こ
れ
を
灼
く
。
兆

わ
れ
め

が
墨
線
の
と
こ
ろ
に
う
ま
く
食
い
込
む
よ
う
に
と
願
う
の
で

あ
る
。
故
に
「
惟
洛
食
」
と
云
う
。

李
零
氏
の
説
は
こ
の
①
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
は
、『
周
礼
』
春
官
・
占
人
「
凡
卜
簭
、
君

占
體
、
大
夫
占
色
、
史
占
墨
、
卜
人
占
坼
（
お
よ
そ
亀
卜
と
筮
占

と
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
人
君
は
兆
の
体
を
見
て
占
い
、
大
夫

は
兆
の
色
を
見
て
占
い
、
史
官
は
「
墨
」
を
見
て
占
い
、
卜
人
は

「
坼
」
を
見
て
占
う
）」
に
つ
い
て
、
鄭
玄
注
に
、

墨
、
兆
廣
也
。
坼
、
兆
舋
也
。

「
墨
」
と
は
、「
兆
広
」（
兆わ

れ
めの

竪
画
）
で
あ
り
、「
坼
」
と
は

「
兆
舋
」（
兆わ

れ
めの

横
画
）
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
賈
公
彦
疏
で
は
次
の
よ
う
に
解
説
す

る
。「

墨
、
兆
廣
也
」
者
、
據
兆
之
正
釁
處
爲
兆
廣
。「
坼
、
兆

釁
」
者
、
就
正
墨
旁
有
奇
釁
鏬
者
爲
兆
釁
也
。

「
墨
、
兆
広
也
」
と
は
、
兆わ

れ
めの

ま
っ
す
ぐ
に
ひ
び
が
入
る
と

こ
ろ
が
「
兆
広
」
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
坼
、
兆

釁
」（
舋
は
釁
の
俗
字
）
と
は
、
つ
ま
り
「
墨
」（
ま
っ
す
ぐ

の
ひ
び
）
の
横
か
ら
発
生
す
る
釁ひ

鏬び

が
「
兆
釁
」
だ
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
孫
詒
譲
『
周
礼
正
義
』
で
は
、
な
ぜ
「
墨
」
と
呼

ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
次
の
通
り
。

墨
蓋
謂
龜
兆
所
發
之
大
畫
、
如
以
墨
畫
物
之
界
域
明
顯
。
坼

則
大
畫
之
旁
坼
裂
之
細
文
。

「
墨
」
と
は
亀
兆
に
発
生
す
る
大
画
、
つ
ま
り
、
ま
る
で
墨

で
も
っ
て
線
引
き
し
た
か
の
ご
と
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
も

の
を
言
い
、「
坼
」
と
は
か
か
る
大
画
か
ら
横
に
ひ
び
が
は

い
っ
て
で
き
た
細
文
の
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、「
墨
」
と
は
、
ひ
び
わ
れ
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て

い
る
こ
と
の
例
え
と
し
て
付
け
ら
れ
た
名
称
だ
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
な
お
孫
詒
譲
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
尚
書
』
洛
誥
の
偽
孔
伝

（ 113 ）



の
①
説
を
誤
り
だ
と
考
え
る
。『
周
礼
正
義
』
春
官
・
卜
師
の
経

文
「
揚
火
以
作
龜
、
致
其
墨
（
盛
ん
に
熱
し
た
火
を
用
い
て
亀
を

灼
き
、「
墨
」
を
出
現
さ
せ
る
）」
の
箇
所
に
て
次
の
よ
う
に
云

う
。

墨
即
兆
也
。
謂
之
墨
者
、
如
墨
畫
之
分
明
、
即
龜
兆
所
發
之

大
枝
、
其
大
旁
旁
錯
出
之
小
枝
則
爲
坼
。『
書
』
洛
誥
僞
孔

傳
謂
「
卜
必
先
墨
畫
龜
、
然
後
灼
之
」、
非
是
。

墨
と
は
兆
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
墨
」
と
言
う
の
は
、

墨
で
描
い
た
か
の
ご
と
く
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
要
す
る
に
亀
兆
に
発
生
し
た
「
大
枝
」
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
「
大
枝
」
の
横
か
ら
出
た
「
小
枝
」
が
「
坼
」
で

あ
る
。『
尚
書
』
洛
誥
の
偽
孔
伝
に
「
卜
必
先
墨
画
亀
、
然

後
灼
之
」
と
言
う
の
は
誤
り（

注
16
）。

な
お
、
卜
兆
は
そ
の
構
造
上
、
必
ず
竪
画
が
横
画
に
比
べ
て
大
き

く
な
る
た
め（

注
17
）、

竪
画
が
「
墨
」（「
兆
広
」「
大
画
」「
大
枝
」

「
鉅
紋
」）
で
、
横
画
が
「
坼
」（「
兆
舋
」「
細
文
」「
小
枝
」「
細

紋
」）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
胡
煦
は
、
上
述
の
『
周
礼
正
義
』
春
官
・
卜

師
「
揚
火
以
作
龜
、
致
其
墨
」
を
根
拠
に
、
こ
の
「
墨
」
を

「
烟

け
む
り

煤す
す

の
色
」
と
考
え
る
。『
卜
法
詳
考
』
巻
一
・
定
墨
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。

『
周
禮
』
明
曰
「
致
其
墨
」
矣
。
…
…
。
蓋
火
之
所
灼
、
必

將
有
黒
色
形
焉
、
故
曰
「
致
其
墨
」。
黒
色
既
形
、
其
拆
必

著
、
逮
於
拆
之
所
至
、
有
及
墨
之
分
、
有
不
及
墨
之
分
、
有

溢
墨
之
分
、
因
有
食
墨
不
食
墨
之
異
。

『
周
礼
』
に
は
は
っ
き
り
と
「
致
其
墨
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。
…
…
こ
れ
は
つ
ま
り
、
火
で
灼
い
た
箇
所
に
は
、
必
ず

「
黒
色
」
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
故
に
「
致
其

墨
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
黒
色
が
発
生
し
て
後
、
必
ず
拆わ

れ
めが

現
れ
、
黒
色
が
拆わ

れ
めの

箇
所
に
ま
で
届
く
（
の
だ
が
、
そ
の
届

き
方
に
は
）、（
拆わ

れ
めが

）
墨
（
黒
色
）
部
分
に
ま
で
及
ぶ
場
合

や
、（
拆わ

れ
めが

）
墨
部
分
に
は
及
ば
な
い
場
合
、（
拆わ

れ
めが

）
墨
部

分
か
ら
大
き
く
は
み
だ
し
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
「
食
墨
」「
不
食
墨
」
の
違
い
が
発
生
す
る
の
で
あ

る（
注
18
）。

試
み
に
、
胡
煦
の
述
べ
る
「
食
墨
」「
不
食
墨
」
の
三
つ
の
パ

タ
ー
ン
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
（
図
４
）。

　

従
来
、
こ
れ
ら
の
説
の
い
ず
れ
が
妥
当
な
の
か
、
先
秦
の
卜
法

の
実
態
に
合
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
定
説
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、『
卜
書
』
に
お
い
て
、「
食
墨
」
が
、「
食
墨
亦

無
它
色
」「
三
末
食
墨
且
昧
」
と
し
て
見
え
、
こ
こ
で
は
食
墨
が

ど
ち
ら
も
「
色
」
に
関
連
し
て
い
る
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
卜

書
』
に
お
い
て
は
、
③
の
胡
煦
説
を
採
用
す
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ

る
。
考
え
る
に
、「
食
墨
亦
無
它
色
」
に
つ
い
て
は
、
亀
版
が
煤す

す
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に
よ
っ
て
黒
く
な
っ
て
（
あ
る
い
は
黒
こ
げ
に
な
っ
て
）
兆
色
が

判
断
不
能
に
な
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。「
三
末
食
墨
且

昧
」
に
つ
い
て
は
、「
三
末
」（
後
述
）
が
煤す

す

に
よ
っ
て
黒
く
な
っ

て
（
あ
る
い
は
黒
こ
げ
に
な
っ
て
）
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
読

み
取
る
こ
と
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
後
半
部
分
に
登
場
す
る
「
白
」「
黄
」「
赤
」
な
ど
の
色
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
李
零
氏
の
言
う
よ
う
に
こ
れ
は
「
兆
色
」
に

こ
る
の
で
あ
ろ
う
）。

　
「
兆
色
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
、『
周
礼
』
春
官
・
占
人
「
凡
卜

簭
、
君
占
體
、
大
夫
占
色
、
史
占
墨
、
卜
人
占
坼
」
の
箇
所
の
鄭

玄
注
や
賈
公
彦
疏
が
『
尚
書
』
洪
範
の
五
行
説
に
よ
っ
て
説
明
を

行
っ
て
お
り（

注
19
）、

そ
の
た
め
後
世
の
注
釈
者
た
ち
も
こ
れ
に

従
っ
て
い
る
が
、『
卜
書
』
の
出
現
に
よ
っ
て
、「
兆
色
」
に
よ
る

卜
法
が
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
と
言
え
よ
う（

注
20
）。

　
「
三
族
」「
三
末
」
に
つ
い
て
は
、
李
零
氏
は
「
三
族
」
を
周
人

の
三
族
、
三
末
を
三
族
の
支
裔
だ
と
考
え
る
が
、
程
少
軒
氏
は
こ

の
説
を
批
判
し
て
、「
三
族
」「
三
末
」
は
卜
兆
そ
の
も
の
を
指
す

の
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
程
少
軒
氏
は
、「〝
三
族
〟
指
的
是
卜

兆
裂
紋
起
始
處
，
即
三
條
卜
兆
裂
紋
匯
聚
處
（「
三
族
」
は
卜
兆

の
裂
紋
が
始
ま
る
と
こ
ろ
を
指
す
。
つ
ま
り
三
本
の
卜
兆
の
裂
紋

が
集
合
す
る
と
こ
ろ
を
指
す
）」、「〝
三
末
〟
則
是
指
三
條
卜
兆
裂

紋
的
末
端
（「
三
末
」
は
三
本
の
卜
兆
の
裂
紋
の
末
端
を
指
す
）」

と
考
え
る（

注
21
）。

今
、
程
少
軒
氏
の
考
え
に
基
づ
い
て
林
志
鵬
氏

が
作
成
し
た
図
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
（
図
５
）（

注
22
）。

　
「
三
族
」「
三
末
」
に
つ
い
て
は
文
献
上
に
そ
の
根
拠
を
見
付
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
推
測
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

今
、
と
り
あ
え
ず
は
、
程
少
軒
氏
の
説
に
従
い
た
い
。「
三
族
」

「
三
末
」
と
は
卜
兆
そ
の
も
の
を
指
す
用
語
で
あ
り
、
前
半
部
分

よ
っ
て
吉
凶
を
判
断
し

た
も
の
だ
と
思
わ
れ

る
。「
食
墨
亦
無
它
色
」

「
兆
雖
起
鈎
、
毋
白
毋

赤
、
毋
卒
以
易
」
と
い

う
よ
う
に
、
兆
色
は
そ

の
色
が
変
化
す
る
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
色
の
変

化
か
ら
吉
凶
を
読
み

取
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
（
具
体
的
な
発
生
の

原
理
は
不
明
で
は
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
は
亀
版

に
火
を
当
て
る
こ
と
で

亀
版
の
色
に
変
化
が
起

図４ 胡煦説示意図
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で
は
卜
兆
の
横
画
の
状
態
に
よ
っ
て
吉
凶
を
判
断
し
た
の
に
対
し

て
、
こ
こ
で
は
卜
兆
の
全
体
の
状
態
に
よ
っ
て
吉
凶
を
判
断
し
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
『
卜
書
』
に
つ
い
て
、

そ
の
卜
法
が
前
半
部
分
と
後
半
部
分
と
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、

具
体
的
に
は
、
前
半
部
分
は
卜
兆
（
亀
版
の
割
れ
目
）
の
横
画
に

拠
っ
て
吉
凶
を
判
断
す
る
卜
法
で
あ
り
、
後
半
部
分
は
食
墨
・
兆

色
・
三
族
・
三
末
の
状
態
に
拠
っ
て
吉
凶
を
判
断
す
る
卜
法
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
か
か
る
卜
法
の
違
い
な
ど
か
ら
、

『
卜
書
』
の
構
造
が
、
前
半
部
分
（
簡
１
か
ら
簡
４
後
半
ま
で
）

と
後
半
部
分
（
簡
４
後
半
か
ら
簡
10
ま
で
）
の
二
部
分
か
ら
成
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

注
23
）。

　

さ
て
、『
周
礼
』
春
官
・
占
人
に
「
凡
卜
簭
、
君
占
體
、
大
夫

占
色
、
史
占
墨
、
卜
人
占
坼
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
亀
卜
に
お
い

て
「
体
」「
色
」「
墨
」「
坼
」
の
四
つ
を
そ
の
吉
凶
の
判
断
材
料

と
す
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
か
る
四
つ
の
卜
法

が
『
卜
書
』
に
は
揃
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、『
卜
書
』
に
記
載
の
、「
三
族
」「
三
末
」
は
卜
兆

の
全
体
を
意
味
す
る
点
で
、「
体
」
に
よ
る
卜
法
に
相
当
し
、「
毋

白
毋
赤
、
毋
卒
以

易
」「
如
白
如
黄
」

な
ど
は
「
色
」
に
よ

る
卜
法
に
相
当
し
、

「
食
墨
」
は
「
墨
」

に
よ
る
卜
法
に
相
当

し
、
前
半
部
分
の
卜

兆
の
横
画
に
よ
る
卜

法
は
「
坼
」
に
相
当

図５「三族」「三末」

す
る
。

　
『
史
記
』
亀
策
列
伝
や
『
卜
法
詳
考
』
と
い
っ
た
伝
世
の
亀
卜

の
書
に
は
基
本
的
に
は
「
坼
」
に
よ
る
卜
法
し
か
記
載
さ
れ
て
お

ら
ず（

注
24
）、

こ
れ
ま
で
「
体
」「
色
」「
墨
」
の
卜
法
の
実
態
は
不

明
で
あ
っ
た
（
鄭
玄
注
や
賈
公
彦
疏
は
非
常
に
観
念
的
な
注
釈
で

あ
っ
て
亀
卜
の
実
態
に
即
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
）。

　

従
っ
て
、『
卜
書
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、
褚
少
孫
が
亀
策
列
伝

を
著
し
た
前
漢
末
期
に
は
、
既
に
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
記
載
さ
れ

な
か
っ
た
「
体
」「
色
」「
墨
」
の
卜
法
が
先
秦
時
代
に
実
在
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
言
え
よ
う（

注
25
）。

ま
た
、『
周

礼
』
に
掲
載
の
亀
卜
の
記
事
が
、
先
秦
時
代
の
亀
卜
の
実
態
を
反

映
し
て
の
記
述
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ

う
。
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現
在
ま
で
に
出
土
の
、『
漢
書
』
芸
文
志
の
分
類
で
数
術
略
・

蓍
亀
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
文
献
に
は
上
海
博
物
館
蔵
戦
国

楚
簡
『
卜
書
』
の
ほ
か
に
、
清
華
大
学
蔵
戦
国
簡
『
筮
法
』（

注
26
）・

江
陵
王
家
台
秦
簡
『
帰
蔵
』（

注
27
）・

北
京
大
学
蔵
秦
簡
『
禹
九
策
』

（
注
28
）・

阜
陽
双
古
堆
漢
簡
『
周
易
』（

注
29
）・

北
京
大
学
蔵
漢
簡
『
荊

決
』（

注
30
）が

あ
り
、
ま
た
、
望
山
楚
墓
卜
筮
祭
禱
簡（

注
31
）・

包
山
楚

墓
卜
筮
祭
禱
簡

（
注
32
）・

平
夜
君
成
墓
卜
筮
祭
禱
簡

（
注
33
）

な
ど
と

い
っ
た
卜
筮
祭
禱
簡
に
は
戦
国
時
代
に
お
け
る
亀
卜
と
占
筮
の
実

施
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
文
献
の
幾
つ
か
は
未
公
開
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

中
国
古
代
の
卜
筮
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

で
あ
ろ
う
。今
後
の
資
料
の
公
開
と
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
。

注

（
1
）
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
お
よ
び
そ
の
翻
訳
で
あ
る
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』

（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
～
一
九
八
七
年
）
巻
八
～
一
〇
所
収
『
尚
書
正

義
』
を
参
照
し
た
。

（
2
）
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）』（
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
馬
承
源
「
前
言
：
戦
国
楚
竹
書
的
発
現
保
護
和

整
理
」。
な
お
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
は
上
海
博
物
館
は
新
た

に
戦
国
楚
簡
四
〇
〇
余
枚
を
購
入
し
て
い
る
。
濮
茅
左
（
田
中
良
明
訳
）

「
上
海
博
物
館
楚
竹
書
概
述
」（
渡
邉
義
浩
編『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』

所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
3
）
な
お
、
上
海
大
学
古
代
文
明
研
究
中
心
・
淸
華
大
学
思
想
文
化
研
究

所
編
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』（
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
二

年
）「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」
に
は
、
二
二
五
七
±
六
五
年
前
と
い
う

中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所
の
測
定
値
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
湯
浅
邦
弘
編
『
上
博
楚
簡
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇

七
年
）
七
頁
に
「
一
九
五
〇
年
を
定
点
と
す
る
国
際
基
準
に
よ
っ
て
換

算
す
れ
ば
、
前
三
〇
七
±
六
五
年
、
す
な
わ
ち
前
三
七
二
年
か
ら
前
二

四
二
年
と
な
り
、
下
限
は
秦
の
将
軍
白
起
が
楚
都
郢
を
占
領
し
た
前
二

七
八
年
に
設
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
書
写
年
代
は
前
三

七
二
年
か
ら
前
二
七
八
年
の
間
と
推
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
。

（
4
）「
劃
痕
」
に
つ
い
て
詳
し
く
は
竹
田
健
二
「
清
華
簡
『
楚
居
』
の
劃
線
・

墨
線
と
竹
簡
の
配
列
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
六
号
、二
〇
一
三
年
）、

同
氏
著
「
劃
線
小
考
︱
北
京
簡
『
老
子
』
と
清
華
簡
『
繋
年
』
と
を
中

心
に
︱
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
七
号
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
5
）
郭
錫
良
『
漢
字
古
音
手
冊
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
6
）
徐
中
舒
『
甲
骨
文
字
典
』（
四
川
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
三
五

二
頁
。

（
7
）
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
二
年
）
二

一
頁
。

（
8
）
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
甲
骨
文
合
集
』（
中
華
書
局
、
一
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九
七
八
～
一
九
八
三
年
）。
訓
読
は
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
』
二
六
頁

を
参
照
し
た
。
な
お
白
川
氏
に
よ
れ
ば
文
中
の
「
偁
」
と
は
爯
冊
と
い

う
祓
い
の
儀
式
の
こ
と
。

（
9
）『
卜
法
詳
考
』
中
に
お
い
て
、『
呉
中
卜
法
』
は
『
玉
霊
秘
本
』
と
も

呼
ば
れ
「
此
呉
中
俗
卜
也
。
其
書
不
免
鄙
俚
、
然
其
觀
兆
之
法
、
與
三

兆
略
同
。
其
上
下
俯
仰
首
尾
之
象
、
亦
與
『
史
記
』『
龜
經
』
相
似
、
或

者
先
聖
所
傳
之
遺
制
、
猶
未
盡
失
也
」（『
卜
法
詳
考
』
巻
四
）
と
説
明

さ
れ
る
。『
呉
中
卜
法
』
に
関
連
す
る
書
と
し
て
元
・
陸
森
『
玉
霊
聚
義
』

（『
図
解
校
正
玉
霊
聚
義
』『
校
正
玉
霊
聚
義
』『
玉
霊
聚
義
総
録
』『
玉
霊

聚
義
占
法
』
と
も
言
う
）
が
現
存
し
て
い
る
。
筆
者
が
実
見
し
た
も
の

は
『
四
庫
存
目
叢
書
』
所
収
の
北
京
大
学
図
書
館
蔵
元
天
暦
二
年
（
一

三
二
九
年
）
平
江
路
儒
学
刻
本
（
五
巻
）。
該
書
の
作
者
を
「
呉
中
茂
林

陸
森
」
と
記
す
箇
所
が
あ
り
、ま
た
部
分
的
に
『
卜
法
詳
考
』
引
用
の
『
呉

中
卜
法
』
と
内
容
が
一
致
す
る
。『
呉
中
卜
法
』
は
、『
玉
霊
聚
義
』
の

異
本
も
し
く
は
陸
森
が
出
版
し
た
別
の
書
籍
の
可
能
性
が
あ
る
。『
千
頃

堂
書
目
』
に
は
「
陸
森
『
玉
靈
聚
義
』
五
卷
、又
『
總
錄
』
二
卷
。
呉
人
、

陰
陽
學
教
諭
」
と
あ
り
、
ま
た
日
本
・
静
嘉
堂
文
庫
や
中
国
・
国
家
図

書
館
に
は
『
新
刊
図
解
玉
霊
聚
義
占
卜
亀
経
』
四
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る
（
筆
者
未
見
）。『
呉
中
卜
法
』
に
つ
い
て
の
調
査
お
よ
び
考
察
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
10
）『
卜
法
詳
考
』
巻
七
・
亀
卜
（
古
法
彙
選
）。
な
お
、こ
の
箇
所
は
『
呉

中
卜
法
』
の
引
用
部
分
で
は
な
く
、
胡
煦
が
『
呉
中
卜
法
』
の
内
容
を

解
説
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
四
庫
全
書
本
の
『
卜

法
詳
考
』
を
用
い
る
。

（
11
）
董
作
賓
「
商
代
亀
卜
之
推
測
」（『
安
陽
発
掘
報
告
』
第
一
期
、
一
九

二
九
年
）。
後
、『
董
作
賓
先
生
全
集
』（
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
七
年
）

に
再
録
。

（
12
）
劉
玉
建
『
中
国
古
代
亀
卜
文
化
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九

二
年
）
一
九
〇
頁
。

（
13
）『
説
文
』
巻
九
「
頫
」
に
「
頫
、
低
頭
也
。
从
頁
、
逃
省
。
太
史
卜
書
、

頫
仰
字
如
此
。
楊
雄
曰
「
人
面
頫
」。
俛
、
頫
或
从
人
免
」
と
あ
り
、
大

徐
本
の
注
に
「
臣
鉉
等
曰
、
頫
首
者
、
逃
亡
之
皃
、
故
从
逃
省
。
今
俗

作
俯
」
と
あ
る
。
ま
た
顔
師
古
『
匡
謬
正
俗
』
巻
六
に
引
く
張
楫
『
古

今
字
話
』
に
「「
頫
」「
府
」
今
「
俯
」「
俛
」
也
」
と
あ
る
（
劉
暁
東
『
匡

謬
正
俗
平
議
』
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
八
九
頁
も
参
照
）。

（
14
）
な
お
、『
卜
書
』
に
は
「
身
」
が
見
え
な
い
が
、
後
世
の
亀
策
列
伝
・

『
呉
中
卜
法
』
に
お
い
て
も
「
首
」（
頭
）・「
足
」
に
比
べ
れ
ば
「
身
」

が
言
及
さ
れ
る
頻
度
は
少
な
い
。
あ
る
い
は
簡
２「
屯
不
困
膺
」の「
膺
」

が
「
身
」
に
相
当
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
15
）
劉
玉
建
前
掲
書
一
七
八
～
一
八
一
頁
。

（
16
）
江
永
『
礼
記
訓
義
択
言
』
も
ま
た
玉
藻
「
卜
人
定
龜
、
史
定
墨
、
君

定
體
」
の
箇
所
に
て
、『
周
礼
』
お
よ
び
そ
の
注
釈
に
基
づ
い
て
「
墨
者

火
灼
所
裂
之
兆
、
非
先
以
墨
畫
而
後
灼
也
」
と
云
い
、
偽
孔
伝
①
説
を

否
定
す
る
。
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（
17
）
亀
甲
の
繊
維
が
縦
方
向
に
走
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
殷
代
の
卜
法

で
は
、
亀
版
の
内
側
か
ら
外
側
に
向
け
て
あ
ら
か
じ
め
穴
を
掘
っ
て
お

き
、
ひ
び
が
入
り
易
く
し
て
お
く
が
（
こ
れ
を
「
鑽
鑿
」「
卜
坑
」
な
ど

と
言
う
）、
か
か
る
穴
の
形
状
に
よ
っ
て
必
ず
竪
画
の
ほ
う
が
大
き
く

は
っ
き
り
と
出
現
す
る
。
詳
し
く
は
董
作
賓
前
掲
論
文
お
よ
び
浅
原
達

郞
「
殷
代
の
甲
骨
に
よ
る
占
い
と
卜
辞
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
亀

卜
』
所
収
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
18
）
①
②
③
以
外
の
説
も
あ
る
。
ま
ず
、
①
と
②
の
折
衷
案
が
見
ら
れ
る
。

『
礼
記
』
玉
藻
「
卜
人
定
龜
、
史
定
墨
、
君
定
體
」
の
孔
穎
達
疏
で
は
、

「
史
定
墨
」
者
、
凡
卜
必
以
墨
畫
龜
、
求
其
吉
兆
、
若
卜
從
墨
而
兆

廣
、
謂
之
卜
從
。『
周
禮
』
占
人
注
云
「
墨
、
兆
廣
也
。」
但
坼
是

從
墨
、
而
裂
其
旁
岐
細
出
、
謂
之
爲
舋
坼
、
故
占
人
云
「
君
占
體
、

大
夫
占
色
、
史
占
墨
、
卜
人
占
坼
。」
注
云
「
體
、
兆
象
也
。
色
、

兆
氣
也
。
墨
、
兆
廣
也
。
拆
、
兆
舋
也
。」
是
大
坼
稱
爲
「
兆
廣
」、

小
坼
稱
爲
「
兆
舋
」
也
。

こ
の
よ
う
に
、①
説
と
②
説
を
併
記
す
る
。こ
れ
は
お
そ
ら
く
孔
穎
達
が
、

『
尚
書
』
洛
誥
の
偽
孔
伝
の
記
述
と
『
周
礼
』
占
人
の
鄭
注
の
内
容
と
を

併
記
し
て
両
説
の
間
の
齟
齬
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
孫
希
旦
『
礼
記
集
解
』
で
は
、

凡
卜
、
以
火
灼
龜
、
視
其
裂
紋
、
以
占
吉
凶
、
其
鉅
紋
謂
之
墨
、

其
細
紋
旁
出
者
謂
之
坼
。
謂
之
墨
者
、
卜
以
墨
畫
龜
腹
而
灼
之
、

其
從
墨
而
裂
者
吉
、
不
從
墨
而
裂
者
凶
、
故
卜
吉
謂
之
從
。
裂
紋

不
必
皆
從
墨
、
以
其
吉
者
名
之
、
故
總
謂
之
墨
也
。

こ
の
よ
う
に
単
に
両
説
を
並
列
す
る
だ
け
で
な
く
、
両
説
を
関
連
づ
け

て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
亀
を
灼
い
て
亀
裂
を
発
生
さ
せ
た
後
、

墨
を
塗
っ
た
の
だ
と
考
え
る
説
が
あ
る
。
次
の
通
り
。

玉
藻
「
卜
人
定
龜
」
即
占
坼
也
。
而
鄭
氏
以
爲
定
所
當
用
之
龜
。

卜
師
「
作
龜
、
致
其
墨
」
則
後
墨
也
。
而
孔
氏
以
爲
先
墨
畫
龜
乃

灼
之
、
其
説
誤
也
。（
陳
祥
道
『
礼
書
』
巻
七
十
三
・
卜
法
）

「
致
其
墨
」、
謂
推
究
其
兆
坼
、
與
前
所
畫
之
墨
食
否
。
…
…
一
説

兆
坼
微
不
可
辨
、
以
墨
潤
之
、
曰
「
致
其
墨
」。（
黄
以
周
『
礼
書

通
故
』
第
四
）

（
19
）『
周
礼
』
春
官
・
占
人
の
鄭
玄
注
に
「
色
、
兆
氣
也
」
と
あ
り
、
賈
公

彦
疏
は
「
云
「
色
、
兆
氣
也
」
者
、
就
兆
中
視
其
色
氣
、
似
有
雨
及
雨

止
之
等
、
是
兆
色
也
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
『
周
礼
』
春
官
・
大
卜
の

鄭
玄
注
に
は
「
體
有
五
色
、
又
重
之
以
墨
坼
也
。
五
色
者
、
洪
範
所
謂

曰
雨
、
曰
濟
、
曰
圛
、
曰
蟊
、
曰
尅
」
と
あ
る
。

（
20
）『
左
伝
』
哀
公
九
年
に
「
晉
趙
鞅
卜
救
鄭
、遇
水
適
火
…
…
」
と
あ
り
、

あ
る
い
は
こ
れ
は
兆
色
の
変
化
を
五
行
（「
水
」（
黒
）
→
「
火
」（
赤
））

に
よ
っ
て
記
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
21
）
程
少
軒
「
小
議
上
博
九
《
卜
書
》
的
〝
三
族
〟
和
〝
三
末
〟」（
復
旦

大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
六
日
）。
な

お
、『
周
易
』
同
人
象
伝
「
君
子
以
類
族
辨
物
」
の
孔
穎
達
疏
に
「
族
、

聚
也
」
と
あ
り
「
族
」
に
「
聚
」
の
意
味
が
あ
る
。
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（
22
）
林
志
鵬
「
読
上
博
簡
第
九
冊
《
卜
書
》
札
記
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三

年
三
月
一
一
日
）。
な
お
、
図
中
の
「
族
」
字
を
「
簇
」
に
作
る
の
は
、

林
志
鵬
氏
が
「〝
族
〟
當
讀
爲
〝
簇
〟」
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。「
簇
」

に
つ
い
て
は
『
白
虎
通
義
』
五
行
に
「
簇
者
、湊
也
」
と
あ
り
、陳
立
『
白

虎
通
義
疏
証
』
は
「
簇
・
蔟
・
族
・
湊
、
音
義
皆
通
」
と
す
る
。

（
23
）
程
少
軒
前
掲
論
文
も
『
卜
書
』
を
前
後
の
二
部
分
か
ら
成
る
と
考
え

る
が
、
筆
者
の
見
解
と
異
な
り
、
簡
１
か
ら
簡
８
の
途
中
ま
で
を
前
半

部
分
、
簡
８
の
「
軍冥杢亼
公
占
之
曰
」
以
降
を
後
半
部
分
と
考
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
簡
５
か
ら
簡
10
ま
で
が
、
一
貫
し
て
国
家
を
対
象
と
す
る
占

い
の
記
述
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
「
食
墨
」
が
「
軍冥杢亼
公
占
之
曰
」
よ
り

前
と
後
に
共
通
し
て
出
現
し
て
お
り
、
程
少
軒
氏
の
区
分
で
は
、
前
半

部
分
と
後
半
部
分
の
卜
法
に
あ
ま
り
違
い
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
24
）
宋
・
陳
師
道
撰
と
さ
れ
る
（
お
そ
ら
く
假
託
）『
質
亀
論
』（『
夷
門
広

牘
』『
説
郛
』
所
収
）
に
は
兆
色
に
よ
る
卜
法
が
見
え
る
が
、
内
容
的
に

古
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

（
25
）「
体
」「
色
」「
墨
」
の
卜
法
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、
伝
世
文
献
と
の
比

較
対
照
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
「
食
墨
」「
兆
色
」
に
関
す
る
本
稿
の
見

解
も
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
族
・
三
末
の
状
態

を
示
す
で
あ
ろ
う
タ
ー
ム
「
三
族
之
奪
」「
慄
」「
惕
」「
敗
」「
吉
」

「
妥窣
」
が
ど
れ
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
の
も
、「
体
」

の
卜
法
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
た
め
、
検
討
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
が

原
因
だ
と
言
え
よ
う
。

（
26
）
清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡

（
肆
）』（
中
西
書
局
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
27
）
王
明
欽
「
王
家
台
秦
墓
竹
簡
概
述
」（
艾
蘭
・
刑
文
編
『
新
出
簡
帛
研

究
』
文
物
出
版
社
、
二
○
○
四
年
）
を
参
照
。

（
28
）
陳
侃
理
「
北
大
秦
簡
中
的
方
術
書
」（『
文
物
』
二
〇
一
二
年
第
六
期
）

を
参
照
。

（
29
）
韓
自
強
『
阜
陽
漢
簡
《
周
易
》
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇

四
年
）
を
参
照
。

（
30
）
陳
侃
理
「
北
大
漢
簡
数
術
類
《
六
博
》、《
荊
決
》
等
篇
略
述
」（『
文
物
』

二
〇
一
一
年
第
六
期
）
を
参
照
。

（
31
）
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
北
京
大
学
中
文
系
『
望
山
楚
簡
』（
中
華

書
局
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
。

（
32
）
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一

年
）
を
参
照
。

（
33
）
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
新
蔡
葛
陵
楚
墓
』（
大
象
出
版
社
、
二
〇

〇
三
年
）
を
参
照
。

【
参
考
文
献
】

○
『
卜
書
』
先
行
研
究

李	
零
「
卜
書
」（「
馬
承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）』
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

何	

有
祖
「
読
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
九
）》
札
記
」（
簡
帛
網
、
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二
〇
一
三
年
一
月
六
日
）

高	
佑
仁
「《
上
博
九
》
初
読
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
八
日
）

単	

育
辰
「
佔
畢
随
錄
之
十
六
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
一
月
九
日
）

程	

少
軒
「
小
議
上
博
九
《
卜
書
》
的
〝
三
族
〟
和
〝
三
末
〟」（
復
旦
大
学

出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
六
日
）

駱	

珍
伊
「《
上
博
九
・
卜
書
》「
散
于
百
邦
」
小
議
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三

年
二
月
二
六
日
）

林	

志
鵬
「
読
上
博
簡
第
九
冊
《
卜
書
》
札
記
」（
簡
帛
網
、
二
〇
一
三
年
三

月
一
一
日
）

簡
帛
網
・
簡
帛
論
壇
・
簡
帛
研
読
「〈
卜
書
〉
初
読
」（
簡
帛
網
Ｂ
Ｂ
Ｓ
）

簡
帛
網　

http://w
w
w
.bsm

.org.cn/

復	

旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心　

　

http://w
w
w
.gw

z.fudan.edu.cn/

○
亀
卜
に
関
す
る
主
要
な
先
行
研
究

董	

作
賓
「
商
代
亀
卜
之
推
測
」（『
安
陽
発
掘
報
告
』
第
一
期
、一
九
二
九
年
）

貝	

塚
茂
樹
「
亀
卜
と
筮
」（『
東
方
学
報
（
京
都
）』
第
一
五
冊
第
四
分
、
一

九
四
七
年
）

張	

光
遠
「
従
実
験
中
探
索
晚
商
甲
骨
材
料
整
治
与
卜
刻
的
方
法
（
上
）」（『
漢

学
研
究
』
二
巻
一
期
、
一
九
八
四
年
）

張	

光
遠
「
従
実
験
中
探
索
晚
商
甲
骨
材
料
整
治
与
卜
刻
的
方
法
（
下
）」（『
漢

学
研
究
』
二
巻
二
期
、
一
九
八
四
年
）

劉	

玉
建
『
中
国
古
代
亀
卜
文
化
』（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

浅	

原
達
郞
「
殷
代
の
甲
骨
に
よ
る
占
い
と
卜
辞
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編

『
亀
卜
』
所
収
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

朴	

載
福
『
先
秦
卜
法
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

こ
の
他
、慧
超
「
20
世
紀
甲
骨
占
卜
研
究
綜
述
」（『
河
南
科
技
大
学
学
報
（
社

会
科
学
版
）』
第
二
四
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

【
附
記
一
】『
卜
書
』
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
七
日
に
台

湾
・
致
理
技
術
学
院
に
て
開
催
さ
れ
た
「
東
ア
ジ
ア
漢
学
者
の
会
第
四
回

研
究
発
表
会
」
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
行
っ
た
。
本
稿
の
釈
読
は
そ
の
際

の
ご
意
見
に
よ
っ
て
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意

を
示
す
。

【
附
記
二
】
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
一
三
日
～
一
五
日
に
韓
国
・
円
光

デ
ジ
タ
ル
大
学
ソ
ウ
ル
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
開
催
さ
れ
た
「
二
〇
一
三
日
韓

共
同
術
数
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
︱
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
術
数
学
へ
の
多
角
的

ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
お
い
て
「
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
『
卜
書
』
に
つ

い
て
」
と
し
て
発
表
し
た
内
容
を
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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